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英
国
に
お
け
る
プ
レ
ス
規
制
機
関
の
動
向

韓

永

學

は
じ
め
に

最
近
、
英
国
で
は
プ
レ
ス
規
制
（press regulation

）
の
在
り
方
が
重
大
な
政
治
的
・
社
会
的
ア
ジ
ェ
ン
ダ
と
し
て
浮
上
し
、
プ
レ
ス

業
界
の
主
導
で
プ
レ
ス
規
制
機
関
の
再
編
が
行
わ
れ
た
。
二
〇
一
四
年
九
月
、
既
存
の
プ
レ
ス
規
制
機
関
で
あ
る
プ
レ
ス
苦
情
委
員
会

（P
ress C

om
plaints C

om
m
ission,P

C
C

）
が
廃
止
さ
れ
、
新
た
な
プ
レ
ス
規
制
機
関
と
し
て
独
立
プ
レ
ス
基
準
機
関
（Independent

 
P
ress S

tandards O
rganisation,

IP
S
O

）
が
発
足
し
た
の
で
あ
る
。

先
進
諸
国
に
お
け
る
プ
レ
ス
に
関
す
る
規
制
方
式
は
、
放
送
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
自
主
規
制
が
一
般
的
で
あ
る
。
プ
レ
ス
の
自
由
の

憲
法
的
伝
統
や
プ
レ
ス
の
媒
体
特
性
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
潮
流
は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
特
に
、
欧
州
で
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
は

じ
め
と
す
る
多
く
の
国
が
プ
レ
ス
評
議
会
（press council

）
と
称
さ
れ
る
自
主
規
制
機
関
に
よ
る
プ
レ
ス
規
制
が
定
着
し
て

１
）

き
た
。
プ

レ
ス
評
議
会
は
プ
レ
ス
の
自
由
の
擁
護
と
プ
レ
ス
倫
理
の
維
持
向
上
を
旗
印
に
、
大
概
プ
レ
ス
業
界
の
代
表
と
市
民
の
代
表
か
ら
構
成
さ

れ
、
プ
レ
ス
に
よ
る
人
権
侵
害
等
に
対
し
倫
理
綱
領
の
尺
度
か
ら
救
済
を
図
る
制
度
で

２
）

あ
る
。
英
国
の
Ｐ
Ｃ
Ｃ
に
続
き
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
も
プ
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レ
ス
評
議
会
の
一
種
で
、
自
主
規
制
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
Ｐ
Ｃ
Ｃ
が
破
綻
し
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
が
発
足
し
た
の
か
。
ま
た
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
機
関
な

の
か
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
破
綻
と
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
発
足
に
至
る
経
緯
と
経
過
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
基
本
構
造
に
つ
い
て
検
討
し
た
上

で
、
日
本
へ
の
示
唆
を
探
る
。

１
）

プ
レ
ス
評
議
会
は
プ
レ
ス
業
界
に
よ
っ
て
自
発
的
に
設
置
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
殆
ど
で
あ
る
が
、
デ
ン
マ
ー
ク
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
場
合
は
法
律
（
前
者
は

メ
デ
ィ
ア
責
任
法
（M

ed
ia L
ia
b
ility A

ct

）、
後
者
は
名
誉
毀
損
法
（D

efa
m
a
tio
n A
ct

））
に
設
立
根
拠
を
置
い
て
い
る
。

２
）

田
島
泰
彦
「
自
主
規
制
と
プ
レ
ス
倫
理
」
稲
葉
三
千
男
ほ
か
『
新
聞
学
﹇
第
三
版
﹈』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
五
年
）
一
七
五
〜
一
七
六
頁
。

１

電
話
盗
聴
事
件
と
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
破
綻

プ
レ
ス
規
制
機
関
と
し
て
の
無
力
さ
が
批
判
さ
れ
て
き
た
Ｐ
Ｃ
Ｃ
が
二
〇
一
四
年
九
月
八
日
に
廃
止
さ
れ
た
。
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
破
綻
の
主
因

は
、
大
衆
紙
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
電
話
盗
聴
事
件
」（phone hack

ing scandal

）
へ
の
対
応
の
失
敗
に
あ
る
。
電
話
盗
聴
事
件
が
Ｐ
Ｃ

Ｃ
の
破
綻
の
引
き
金
と
な
っ
た
の
は
自
明
で
あ
る
が
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
従
前
よ
りD

iana

皇
太
子
妃
の
事
故
死
を
は
じ
め
と
す
る
相
次
ぐ
プ
レ

ス
の
取
材
・
報
道
上
の
問
題
状
況
を
十
分
に
制
御
で
き
な
い
、
構
造
的
欠
陥
を
抱
え
て
き
た
こ
と
も
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
以
下
、
電

話
盗
聴
事
件
を
紹
介
・
検
討
し
つ
つ
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
破
綻
に
至
る
ま
で
の
経
緯
及
び
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
構
造
的
欠
陥
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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イ
）
電
話
盗
聴
事
件

二
〇
一
一
年
七
月
、
有
力
大
衆
紙T

he S
un

の
日
曜
版N

ew
s of the W

orld

（
以
下
、
Ｎ
ｏ
Ｗ
）
が
「
闇
の
魔
術
」（dark arts

）

と
呼
ば
れ
る
電
話
盗
聴
を
長
期
に
わ
た
り
駆
使
し
て
き
た
こ
と
が
全
面
的
に
発
覚
し
た
。
捜
査
当
局
に
よ
る
と
、
Ｎ
ｏ
Ｗ
に
は
私
立
探
偵

等
を
雇
用
し
、
他
人
の
携
帯
電
話
・
パ
ソ
コ
ン
は
勿
論
金
融
・
医
療
機
関
等
に
お
け
る
個
人
情
報
網
に
無
断
接
続
し
て
内
密
情
報
を
収
集

す
る
慣
行
が
蔓
延
し
、
そ
の
被
害
者
は
王
室
、
政
官
界
、
芸
能
界
等
の
著
名
人
と
一
般
人
を
含
め
数
千
人
に
及
ぶ
。
ま
た
、T

he S
un

に

は
警
察
官
等
公
職
者
に
他
人
の
内
密
情
報
の
提
供
の
見
返
り
に
金
銭
を
贈
る
、
い
わ
ゆ
る
小
切
手
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（check

book jour-

nalism

）が
横
行
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
違
法
か
つ
非
倫
理
的
な
情
報
収
集
行
為
を
繰
り
返
し
た
二
紙
は
、R

upert M
urdoch

が
率
い

る
「
メ
デ
ィ
ア
帝
国
」N

ew
s C
orporation

（
以
下
、
Ｎ
Ｃ
）
の
英
国
内
子
会
社N

ew
s International

（
以
下
、
Ｎ
Ｉ
）
傘
下
の
タ
ブ

ロ
イ
ド
新
聞
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
一
部
他
系
列
の
タ
ブ
ロ
イ
ド
新
聞
に
よ
る
電
話
盗
聴
も
散
見
さ
れ
る
。

新
聞
に
よ
る
電
話
盗
聴
の
始
ま
り
は
定
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
二
〇
〇
〇
年
前
後
に
は
そ
の
端
緒
が
見
ら
れ
る
。T

he G
uard-

ian

とT
he T

elegraph

が
二
〇
〇
二
年
、
新
聞
の
私
立
探
偵
等
を
活
用
し
た
他
人
の
内
密
情
報
の
収
集
を
憂
慮

１
）

し
た
の
は
、
電
話
盗
聴
の

よ
う
な
手
法
へ
の
内
な
る
警
戒
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
情
報
公
開
及
び
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
独
立
監
督
機
関
で
あ
る
情
報
コ
ミ
ッ

シ
ョ
ナ
ー
（Inform
ation C

om
m
issioner

）
は
二
〇
〇
六
年
、
デ
ー
タ
保
護
法
（D

ata P
rotection A

ct

）
違
反
嫌
疑
を
捜
査
し
た

二
〇
〇
三
年
の
い
わ
ゆ
る
モ
ー
タ
ー
マ
ン
作
戦
（O

peration M
otorm

an

）
を
基
に
作
成
し
た
二
つ
の
報
告
書
で
タ
ブ
ロ
イ
ド
新
聞
を

中
心
に
三
〇
五
人
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
他
人
の
内
密
情
報
の
取
引
に
関
与
し
て
い
た
と
明
ら
か
に

２
）

し
た
。

そ
の
後
、
二
〇
〇
六
年
八
月
に
Ｎ
ｏ
Ｗ
の
王
室
担
当
編
集
者C

live G
oodm

an

と
Ｎ
ｏ
Ｗ
が
雇
用
し
た
私
立
探
偵G

lenn M
ulcaire

が

ロ
イ
ヤ
ル
フ
ァ
ミ
リ
ー
に
対
す
る
電
話
盗
聴
嫌
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
で
電
話
盗
聴
問
題
が
表
面
化
し
た
。M

ulcaire

はG
ordon
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T
aylor

プ
ロ
サ
ッ
カ
ー
協
会
会
長
を
含
む
著
名
人
五
人
に
対
し
て
も
同
じ
犯
行
を
犯
し
て
い
た
。G

oodm
an

とM
ulcaire

は
二
〇
〇
七

年
一
月
に
実
刑
が
確
定
し
た
が
、
Ｎ
ｏ
Ｗ
のA

ndy C
oulson

編
集
長
は
「
一
不
良
記
者
の
仕
業
」
と
し
、
組
織
的
電
話
盗
聴
疑
惑
を
一
蹴

し
た
。Coulson

は
引
責
辞
任
し
た
が
、
保
守
党
広
報
企
画
責
任
者
を
経
て
、
二
〇
一
〇
年
五
月
同
党
の
政
権
奪
取
に
伴
いD

avid C
am
er-

on

首
相
の
主
任
広
報
官
に
抜
擢
さ
れ
た
。

一
方
、
Ｎ
ｏ
Ｗ
の
違
法
な
情
報
収
集
行
為
を
注
視
し
て
い
たT
he
 
G
uardian

のN
ick
 
D
avies

記
者
は
二
〇
〇
九
年
七
月
九
日
、

T
aylor

が
提
起
し
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
訴
訟
が
Ｎ
ｏ
Ｗ
と
そ
の
親
会
社
に
よ
る
巨
額
の
口
止
め
料
で
解
決
に
至
っ
た
こ
と
を
暴
露
し

つ
つ
、
Ｎ
Ｉ
に
電
話
盗
聴
が
蔓
延
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆

３
）

し
た
。
同
報
道
を
機
に
、
ロ
ン
ド
ン
警
視
庁
は
Ｎ
Ｉ
の
電
話
盗
聴
に
関
す
る
再

捜
査
の
可
否
を
検
討
し
た
も
の
の
、
追
加
証
拠
が
な
い
と
し
て
再
捜
査
を
断
念
し
た
経
緯
が
あ
る
。
後
に
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
警

視
庁
はM

ulcaire

の
検
挙
時
に
押
収
し
た
四
〇
〇
〇
人
に
及
ぶ
盗
聴
対
象
者
に
関
す
る
フ
ァ
イ
ル
を
封
印
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
警
視
庁
は
二
〇
一
一
年
一
月
、
重
要
な
新
情
報
の
入
手
を
理
由
に
新
聞
の
電
話
盗
聴
等
違
法
な
情
報
収
集
行
為
に
対
す
る

三
つ
の
専
担
捜
査
班
を
設
置
し
、
捜
査
を
再
開
し
た
。
捜
査
が
緊
迫
度
を
増
す
中
、D

avies

記
者
ら
が
同
年
七
月
五
日
、
二
〇
〇
二
年
失

踪
後
殺
害
さ
れ
た
一
三
歳
の
少
女M

illy D
ow
ler

の
携
帯
電
話
が
Ｎ
ｏ
Ｗ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
ら
に
よ
っ
て
盗
聴
・
操
作
さ
れ
た
こ
と
を

暴
露

４
）

し
た
こ
と
を
機
に
、
Ｎ
ｏ
Ｗ
やT

he S
un

の
一
連
の
違
法
行
為
が
明
る
み
に
出
た
。
結
局
、C

oulson

、
彼
の
前
任
Ｎ
ｏ
Ｗ
の
編
集
長

R
ebek

ah B
rook

s

、
Ｎ
ｏ
Ｗ
の
副
編
集
長N

eil W
allis

、G
oodm

an

、M
ulcaire

を
含
む
Ｎ
ｏ
Ｗ
とT

he S
un

の
関
係
者
が
電
話
盗

聴
共
謀
嫌
疑
等
で
相
次
い
で
逮
捕
・
起
訴
さ
れ
、
二
〇
一
四
年
六
月
末
以
降B

rook
s

を
除
く
上
記
の
者
に
有
罪
判
決
が
確
定
し
た
。
電
話

盗
聴
事
件
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
目
さ
れ
たB

rook
s

を
別
に
す
れ
ば
、
全
体
的
に
妥
当
な
司
法
判
断
と
言
え
よ
う
。

電
話
盗
聴
事
件
の
全
面
発
覚
を
受
け
、
Ｎ
Ｃ
と
Ｎ
Ｉ
は
二
〇
一
二
年
七
月
、
Ｎ
ｏ
Ｗ
の
廃
刊
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
ま
た
、
Ｎ
Ｃ
は
自

身
が
三
九
％
の
持
分
を
保
有
す
る
衛
星
放
送
Ｂ
Ｓ
ｋ
ｙ
Ｂ
に
つ
き
、
残
余
持
分
六
一
％
の
取
得
に
よ
る
完
全
子
会
社
化
に
向
け
た
入
札
を
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断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
Ｎ
Ｉ
は
二
〇
一
三
年
六
月
よ
りN

ew
s U
K

に
社
名
を
改
称
し
た
。

以
上
、
電
話
盗
聴
事
件
は
興
味
本
位
の
煽
情
的
な
記
事
を
売
り
物
に
す
る
イ
エ
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（yellow journalism

）
の

極
み
で
あ
る
。
た
だ
、
本
稿
で
は
深
入
り
し
な
い
が
、
こ
の
未
曾
有
の
事
件
を
総
合
的
に
考
察
す
る
上
で
、Coulson

の
公
職
採
用
、Brook

s

のC
am
eron

を
は
じ
め
と
す
る
政
治
指
導
者
と
の
幅
広
い
交
流
、
Ｎ
Ｉ
の
幹
部
と
警
視
庁
の
幹
部
と
の
定
期
的
な
会
合
、W

allis

の
警
視

庁
起
用
等
、M

urdoch
以
下
Ｎ
ｏ
Ｗ
や
Ｎ
Ｉ
と
権
力
（
政
治
権
力
・
捜
査
権
力
）
と
の
癒
着
関
係
の
究
明
は
欠
か
せ
な
い
。

ロ
）
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
破
綻

ⅰ
）
電
話
盗
聴
事
件
の
対
応
の
失
敗

前
述
の
ご
と
く
、
新
聞
に
よ
る
電
話
盗
聴
疑
惑
は
二
〇
〇
〇
年
代
初
め
頃
か
ら
プ
レ
ス
業
界
内
外
か
ら
提
起
さ
れ
た
。
し
か
し
、
Ｐ
Ｃ

Ｃ
は
二
〇
〇
三
年
二
月
、
下
院
文
化
・
メ
デ
ィ
ア
・
ス
ポ
ー
ツ
委
員
会
（
以
下
、
文
化
委
員
会
）
に
提
出
し
た
報
告
書
で
、
一
九
九
三
年

三
月
電
話
盗
聴
等
を
禁
ず
る
倫
理
綱
領
の
改
定
以
降
、
違
反
事
例
は
Ｎ
ｏ
Ｗ
に
よ
る
一
件
（
一
九
九
六
年
）
を
除
け
ば
な
い
と
主
張

５
）

し
た
。

当
時
Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
二
〇
〇
〇
年
前
後
に
始
ま
っ
た
Ｎ
ｏ
Ｗ
の
組
織
的
電
話
盗
聴
を
把
握
で
き
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
が
、
疑
惑
を
徹
底
的
に

調
査
し
た
と
は
言
え
な
い
。

下
院
文
化
委
員
会
は
二
〇
〇
三
年
五
月
に
公
表
し
た
報
告
書
で
、
新
聞
に
よ
る
違
法
な
個
人
情
報
収
集
行
為
の
存
在
を
念
頭
に
、
Ｐ
Ｃ

Ｃ
に
対
し
て
倫
理
綱
領
に
よ
り
警
察
や
私
立
探
偵
等
の
仲
介
人
と
の
金
銭
授
受
に
よ
る
個
人
情
報
収
集
行
為
を
禁
ず
る
よ
う
勧
告

６
）

し
た
。

ま
た
、
前
述
し
た
モ
ー
タ
ー
マ
ン
作
戦
を
指
揮
し
たR

ichard T
hom

as
情
報
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
は
二
〇
〇
六
年
五
月
に
公
表
し
た
報
告

書
で
、
新
聞
の
違
法
な
情
報
収
集
行
為
に
対
す
る
強
力
な
対
応
を
求

７
）

め
た
。
し
か
し
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
倫
理
綱
領
の
電
話
盗
聴
禁
止
に
関
す
る

条
項
の
改
正
（
二
〇
〇
四
年
六
月
）
に
止
ま
り
、
モ
ー
タ
ー
マ
ン
作
戦
の
結
果
に
対
し
て
別
段
の
措
置
を
取
ら
な
か
っ
た
。
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Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
Ｎ
ｏ
Ｗ
の
王
室
盗
聴
事
件
を
受
け
、
調
査
を
経
て
二
〇
〇
七
年
五
月
に
公
表
し
た
報
告
書
で
、Goodm

an

とM
ulcaire

以
外

の
共
謀
の
証
拠
は
な
い
と

８
）

し
た
。
こ
の
見
解
は
、
Ｎ
ｏ
Ｗ
の
組
織
的
電
話
盗
聴
の
実
態
と
か
け
離
れ
た
「
一
不
良
記
者
の
仕
業
」
抗
弁
を

結
果
的
に
追
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
二
〇
〇
九
年
一
一
月
、T

he G
uardian

の
二
〇
〇
九
年
七
月
九
日
付
報
道
に
対
し
、

Ｎ
ｏ
Ｗ
に
よ
る
事
実
誤
認
や
電
話
盗
聴
を
継
続
し
て
い
る
証
拠
は
な
い
と
す
る
報
告
書
を
公

９
）

表
し
、
Ｎ
ｏ
Ｗ
を
再
び
庇
護
し
た
。
さ
ら
に
、

Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
二
〇
一
〇
年
三
月
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
九
日
付
報
告
書
を
批
判
し
た
下
院
文
化
委
員
会
に
対
し
、
自
身
の
忠
実
な
職
務
遂
行

を
強
調
し
て
反
駁

10
）

し
た
。

と
こ
ろ
が
、
二
〇
一
一
年
七
月D

avies

記
者
ら
のD
ow
ler

盗
聴
事
件
の
暴
露
に
伴
い
、
Ｎ
ｏ
Ｗ
と
Ｎ
Ｉ
の
「
一
不
良
記
者
の
仕
業
」
抗

弁
は
完
全
に
根
拠
を
失
っ
た
こ
と
か
ら
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
二
〇
〇
九
年
一
一
月
九
日
付
報
告
書
を
撤
回
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
態

度
の
急
変
は
、
自
身
が
電
話
盗
聴
を
含
む
新
聞
に
よ
る
違
法
な
情
報
収
集
疑
惑
に
関
す
る
徹
底
し
た
調
査
・
検
証
を
怠
っ
た
こ
と
の
反
証

で
も
あ
る
。
結
局
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
プ
レ
ス
規
制
機
関
と
し
て
の
失
敗
を
自
認
し
、
二
〇
一
二
年
三
月
よ
り
自
ら
代
替
機
関
へ
の
移
管
を
既
成

事
実
化
し
て
過
渡
的
な
体
制
に
入
っ
た
。

ⅱ
）
構
造
的
欠
陥

Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
、
前
身
の
プ
レ
ス
評
議
会
（press council,

P
C

）
に
代
わ
っ
て
一
九
九
一
年
一
月
に
創
設
さ

11
）

れ
た
機
関
で
、
規
制
の
構
成

要
素
で
あ
る
法
規
（legislation

）、
執
行
（enforcem

ent

）、
裁
定

12
）

（adjudication

）
を
備
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
、
自
ら

策
定
し
た
倫
理
綱
領
に
立
脚
し
て
プ
レ
ス
倫
理
を
執
行
し
、
プ
レ
ス
に
よ
る
人
権
侵
害
等
の
苦
情
に
対
し
て
裁
定
す
る
、
プ
レ
ス
規
制
機

関
で
あ
る
。

し
か
し
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
そ
の
設
立
以
来
、
プ
レ
ス
の
行
き
過
ぎ
た
取
材
・
報
道
に
よ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
事
件
等
が
浮
上
す
る
度
に
、
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全
国
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
組
合
（N

ational U
nion of Journalists,N

U
J

）
や
メ
デ
ィ
ア
基
準
ト
ラ
ス
ト
（M

edia S
tandards T

rust

）

等
Ｐ
Ｃ
Ｃ
懐
疑
論
者
の
批
判
に
晒
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
構
造
的
欠
陥
を
抱
え
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
良
質
な
規
制
に
は
比
例
性

（proportionality

）、
責
任
性（accountability

）、
一
貫
性（consistency

）、
透
明
性（transparency

）、
目
標
集
中
性（targeting

）

を

13
）

要
し
、
特
に
自
主
規
制
に
は
政
治
権
力
と
被
規
制
業
界
か
ら
の
独
立
性
（independence

）
が
必
須
と
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｐ

Ｃ
Ｃ
は
プ
レ
ス
の
経
営
者
ら
に
よ
り
設
置
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
、
と
り
わ
け
プ
レ
ス
業
界
か
ら
の
独
立
性
が
担
保
さ
れ
て
お
ら
ず
、
良

質
の
規
制
原
則
を
可
能
た
ら
し
め
る
規
制
の
有
効
性
（effectiveness

）
に
欠
け
る
。

ま
ず
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
委
員
構
成
は
現
役
の
プ
レ
ス
業
界
委
員
と
独
立
委
員
か
ら
成
り
、
委
員
長
は
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
財
政
機
関
で
あ
る
プ
レ
ス
基

準
財
政
機
関
（P

ress S
tandards B

oard of F
inance,

P
ressB

of

）
よ
り
、
委
員
は
任
命
委
員
会
の
任
命
推
薦
（
特
に
、
プ
レ
ス
業

界
委
員
はP

ressB
of

と
事
前
調
整
）
を
経
て
委
員
長
よ
り
各
々
任
命
さ
れ
た
。
要
す
る
に
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
人
事
の
仕
組
み
は
プ
レ
ス
業
界
下

のP
ressB

of

に
よ
り
大
き
く
左
右
さ
れ
る
構
図
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
プ
レ
ス
業
界
か
ら
の
独
立
性
の
欠
如
の
故
に
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ

に
よ
る
規
制
は
電
話
盗
聴
事
件
へ
の
理
不
尽
な
対
応
が
如
実
に
示
す
よ
う
に
、
本
来
の
規
制
目
的
で
あ
る
プ
レ
ス
の
自
由
を
守
り
つ
つ
公

益
を
保
護
す
る
よ
り
は
、
大
手
プ
レ
ス
や
プ
レ
ス
業
界
の
利
益
を
優
先
し
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
プ
レ
ス
業
界
か
ら
の
独

立
性
の
欠
如
が
苦
情
処
理
に
お
け
る
裁
定
の
独
立
へ
の
不
信
を
生
み
、
一
部
プ
レ
ス
の
Ｐ
Ｃ
Ｃ
か
ら
の
脱
退
を
招

14
）

い
た
こ
と
も
指
摘
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
に
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
苦
情
処
理
に
お
い
て
調
査
・
制
裁
権
限
を
有
し
た
が
、
限
定
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
調
査
権
限
は
苦
情

事
案
の
み
に
及
び
、
職
権
調
査
権
限
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
制
裁
権
限
は
倫
理
綱
領
違
反
事
案
に
対
す
る
裁
定
掲
載
の
要
求
に
限
ら
れ
、
同

制
裁
に
代
え
て
ま
た
は
同
制
裁
を
担
保
で
き
る
制
裁
（
罰
金
等
）
権
限
を
有
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
限
定
的
な
調
査
・
制

裁
権
限
は
、
規
制
の
有
効
性
に
疑
念
を
生
じ
さ
せ
て
き
た
。
従
っ
て
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
プ
レ
ス
規
制
機
関
と
言
う
よ
り
、
厳
密
に
は
限
定
的
な
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権
限
を
有
す
る
苦
情
処
理
機
関
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
議
会
が
従
来
Ｐ
Ｃ
Ｃ
に
対
し
、
金
銭
的
制
裁
権
限
の
導
入
に
理
解
を
示
し
つ
つ
、

苦
情
処
理
機
関
に
止
ま
ら
ず
プ
レ
ス
倫
理
基
準
の
堅
持
責
任
を
全
う
す
る
た
め
に
プ
レ
ス
苦
情
処
理
・
基
準
委
員
会
（P

ress
 
C
om
-

plaints and S
tandards C

om
m
ission

）
へ
の
再
編
を
勧
告

15
）

し
た
の
も
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
規
制
の
有
効
性
を
正
面
か
ら
疑
問
視
し
た
動
き
で

あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
新
聞
の
電
話
盗
聴
事
件
へ
の
対
応
の
失
敗
に
代
表
さ
れ
る
無
力
さ
は
規
制
機
関
と
し
て
独
立
性
・
有
効

性
の
欠
如
等
構
造
的
欠
陥
に
帰
結
す
る
た
め
、
プ
レ
ス
規
制
機
関
の
刷
新
は
不
可
避
で
あ
る
。

１
）

G
ra
em
e M
cL
a
g
a
n
,
“Jo
u
rn
a
lists ca

u
g
h
t o
n ta
p
e in p

o
lice b

u
g
g
in
g
,”

T
h
e
 
G
u
a
rd

ia
n
(21 S

ep
tem
b
er 2002);

C
h
ris H

a
stin
g
s
&

D
a
v
id B

a
m
b
er,
“H
o
w
 
ta
b
lo
i d
s b
u
g p
h
o
n
e lin

es to g
et a sto

ry
,”

T
h
e T

eleg
ra

p
h
(15 D

ecem
b
er 2002).

２
）

In
fo
rm
a
tio
n C
o
m
m
issio

n
er’s O

ffice,
W
h
a
t p

rice p
riv

a
cy?:

T
h
e u

n
la
w
fu

l tra
d
e in

 
co

n
fid

en
tia

l p
erso

n
a
l in

fo
rm

a
tio

n
(T
S
O
,M
a
y

 
2006);

In
fo
rm
a
tio
n C
o
m
m
issio

n
er’s O

ffice,
W
h
a
t p

rice p
riv

a
cy n

o
w
?:

T
h
e first six m

o
n
th

s p
ro

g
ress in

 
h
a
ltin

g th
e u

n
la
w
fu

l tra
d
e

 
in
 
co

n
fid

en
tia

l p
erso

n
a
l in

fo
rm

a
tio

n
(T
S
O
,
D
ecem

b
er 2006).

３
）

N
ick D

a
v
ies,
“R
ev
ea
led
:
M
u
rd
o
ch
’s
£
1m
 
b
ill fo

r h
id
in
g d
irty trick

s,”
T
h
e G

u
a
rd

ia
n
(9 Ju

ly 2009).

４
）

N
ick D

a
v
ies
&
A
m
elia H

ill,
“M
issin

g M
illy D

o
w
ler’s v

o
icem

a
il w
a
s h
a
ck
ed b

y N
ew
s o
f th
e W
o
rld
,”

T
h
e G

u
a
rd

ia
n
(5 Ju

ly
 

2011).

５
）

P
ress C

o
m
p
la
in
ts C
o
m
m
issio

n
,
S
u
b
m

issio
n
 
to
 
th

e S
elect C

o
m

m
ittee o

n
 
C
u
ltu

re,
M
ed

ia
 
a
n
d
 
S
p
o
rt
(F
eb
ru
a
ry 2003),

p
.
68.

６
）

H
o
u
se o
f C
o
m
m
o
n
s C
u
ltu
re,
M
ed
ia a
n
d S
p
o
rt C
o
m
m
ittee,

P
riv

a
cy

 
a
n
d
 
m

ed
ia
 
in

tru
sio

n
,
F
ifth

 
R
ep

o
rt o

f
 
S
essio

n
 
2
0
0
2

0
3

 
V
o
lu

m
e I
(H
C 458-I,

21 M
a
y 2003),

p
.
28.

７
）

In
fo
rm
a
tio
n C
o
m
m
issio

n
er’s O

ffice R
ep
o
rt
(M
a
y 2006),

su
p
ra

 n
o
te
(2),
p
.
32.

８
）

P
ress C

o
m
p
la
in
ts C
o
m
m
issio

n
,
R
ep
o
rt o
n S
u
b
terfu

g
e a
n
d N
ew
sg
a
th
erin
g
(18 M

a
y 2007),

p
.
8.

９
）

P
ress C

o
m
p
la
in
ts C
o
m
m
issio

n
,
R
ep

o
rt o

n
 
p
h
o
n
e m

essa
g
e ta

p
p
in

g
 
a
lleg

a
tio

n
s
(9 N

o
v
em
b
er 2009).
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10
）

H
o
u
se o
f C
o
m
m
o
n
s C
u
ltu
re,
M
ed
ia a
n
d S
p
o
rt C
o
m
m
ittee,

P
ress sta

n
d
a
rd

s,
p
riv

a
cy a

n
d
 
lib

el:
P
ress C

o
m

p
la
in

ts C
o
m

m
issio

n
’s

 
R
esp

o
n
se to

 
th

e C
o
m

m
ittee’s S

eco
n
d
 
R
ep

o
rt o

f
 
S
essio

n
 
2
0
0
9

1
0
,
F
irst S

p
ecia

l R
ep

o
rt o

f S
essio

n
 
2
0
0
9

1
0
(H
C 532,

29 M
a
rch

 
2010),

p
.
3.

11
）

設
立
経
緯
に
関
し
て
は
、
田
島
泰
彦
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
倫
理
を
め
ぐ
る
国
際
的
動
向
」『
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
』
第
四
二
号
（
一
九

九
三
年
）
七
〇
〜
七
一
頁
；
ジ
ョ
ン
・
ミ
ド
ル
ト
ン
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
報
道
被
害
と
裁
判
外
の
救
済
方
法
（
二
）」『
一
橋
法
学
』
第
六
巻
第
一
号
（
二

〇
〇
七
年
）
三
三
〜
四
六
頁
等
参
照
。

12
）

P
eter P

.
S
w
ire,
“M
a
rk
ets,

self-reg
u
la
tio
n
,
a
n
d g
o
v
ern
m
en
t en
fo
rcem

en
t in th

e p
ro
tectio

n o
f p
erso
n
a
l in
fo
rm
a
tio
n
,”
U
.S
.

D
ep
a
r tm
en
t o
f C
o
m
m
erce,

P
riv

a
cy

 
a
n
d
 
S
elf-reg

u
la
tio

n
 
in
 
th

e In
fo
rm

a
tio

n
 
A
g
e
(U
.S
.
D
ep
a
rtm
en
t o
f C
o
m
m
erce,

1997),
p
.
9.

13
）

B
etter R

eg
u
la
tio
n T
a
sk F

o
rce,

R
eg

u
la
tio

n
-
L
ess is

 
M
o
re:

R
ed

u
cin

g
 
B
u
rd

en
s,

Im
p
ro

v
in

g
 
O
u
tco

m
es
(A
 
B
R
T
F rep

o
rt to th

e
 

P
rim
e M
in
ister,

M
a
rch 2005),

p
p
.
51 ～

52.

14
）

H
o
u
se o
f L
o
rd
s H
o
u
se o
f C
o
m
m
o
n
s Jo
in
t C
o
m
m
ittee o

n P
riv
a
cy a

n
d In
ju
n
ctio
n
,
P
riv

a
cy a

n
d
 
in

ju
n
ctio

n
s,

S
essio

n
 
2
0
1
0
-
1
2

(12 M
a
rch 2012),

p
.
40.

15
）

H
o
u
se o
f C
o
m
m
o
n
s C
u
ltu
re,M

ed
ia a
n
d S
p
o
rt C
o
m
m
ittee,

P
ress sta

n
d
a
rd

s,
p
riv

a
cy a

n
d
 
lib

el,
S
eco

n
d
 
R
ep

o
rt o

f S
essio

n
 
2
0
0
9
-

1
0
 
V
o
lu

m
e I
(H
C 362-I,

9 F
eb
ru
a
ry 2010),

p
.
130.

２

レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
勧
告
と
そ
の
後

電
話
盗
聴
事
件
の
究
明
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
（L

eveson Inquiry

）
は
二
〇
一
二
年
一
一
月
、
今
後
の
プ
レ
ス
規

制
モ
デ
ル
と
し
て
法
律
に
基
づ
く
独
立
自
主
規
制
を
提
示
し
、
新
し
い
プ
レ
ス
規
制
機
関
の
確
立
を
勧
告
し
た
。
し
か
し
、
レ
ベ
ソ
ン
委

員
会
の
勧
告
後
、
利
害
関
係
者
間
の
見
解
の
相
違
の
た
め
、
プ
レ
ス
規
制
に
関
す
る
論
争
は
漂
流
を
繰
り
返
し
た
。
以
下
、
レ
ベ
ソ
ン
委
員

会
の
プ
レ
ス
規
制
に
関
す
る
勧
告
を
整
理
・
検
討
し
つ
つ
、
同
勧
告
後
の
プ
レ
ス
規
制
に
関
す
る
論
争
の
推
移
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
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イ
）
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
プ
レ
ス
規
制
に
関
す
る
勧
告

ⅰ
）
概
要

C
am
eron

首
相
は
二
〇
一
一
年
七
月
、
電
話
盗
聴
事
件
の
大
波
紋
を
受
け
、
調
査
法
（Inquiry L

aw

）
に
基
づ
きB

rian L
eveson

控
訴
院
判
事
を
委
員
長
と
す
る
独
立
調
査
委
員
会
（
通
称
、
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
）
を
設
置
し
、
①
プ
レ
ス
の
文
化
・
慣
行
・
倫
理
、
②
Ｎ

Ｉ
と
そ
の
他
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
違
法
・
不
適
切
な
行
為
に
関
す
る
調
査
を
委
任
し
た
。
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
は
、
電
話
盗
聴
事
件
の
刑
事
手

続
が
進
行
中
で
あ
っ
た
た
め
②
の
実
質
的
な
調
査
を
避
け
、
主
に
①
、
具
体
的
に
は
◯ａ
プ
レ
ス
と
公
衆
と
の
関
係
及
び
電
話
盗
聴
と
他
の

潜
在
的
違
法
行
為
の
調
査
、
◯ｂ
プ
レ
ス
と
警
察
と
の
関
係
の
調
査
、
◯ｃ
プ
レ
ス
と
政
治
家
と
の
関
係
の
調
査
、
◯ｄ
プ
レ
ス
の
品
位
・
自
由

を
支
え
つ
つ
最
高
の
倫
理
基
準
を
促
進
す
る
よ
り
有
効
な
政
策
・
規
制
に
関
す
る
勧
告
に
注
力
し
た
。
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
は
公
聴
会
等
の

方
式
を
採
用
し
、
各
界
か
ら
幅
広
い
証
言
・
意
見
陳
述
等
を
得
て
、
二
〇
一
二
年
一
一
月
二
九
日
に
二
〇
〇
〇
頁
に
達
す
る
膨
大
な
報
告

書
を
議
会
に
提
出
し
た
。
報
告
書
は
、
Ｎ
ｏ
Ｗ
の
電
話
盗
聴
事
例
等
を
含
む
プ
レ
ス
の
違
法
か
つ
非
倫
理
的
な
情
報
収
集
行
為
や
プ
レ
ス

と
警
察
・
政
治
家
と
の
不
健
全
な
関
係
を
摘
示
・
批
判
す
る
一
方
、
今
後
の
プ
レ
ス
規
制
モ
デ
ル
に
関
す
る
勧
告
等
を
盛
り
込
ん
で

１
）

い
る
。

本
稿
の
研
究
課
題
と
の
関
係
で
、
こ
こ
で
は
報
告
書
の
今
後
の
プ
レ
ス
規
制
モ
デ
ル
に
関
す
る
勧
告
の
部
分
だ
け
を
取
り
上
げ
る
。

報
告
書
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
を
プ
レ
ス
規
制
機
関
と
し
て
失
敗
し
た
と
断
じ
た
上
、
新
し
い
プ
レ
ス
規
制
機
関
の
目
標
を
真
に
独
立
か
つ
有
効

な
自
主
規
制
シ
ス
テ
ム
と
規
定
し
、
法
律
に
基
づ
く
独
立
自
主
規
制
の
確
立
を
勧
告
し
た
。
す
な
わ
ち
、
今
後
の
プ
レ
ス
規
制
モ
デ
ル
を

提
示
し
つ
つ
、
こ
れ
に
基
づ
く
自
主
規
制
機
関
に
つ
い
て
勧
告
し
た
。

ま
ず
、
今
後
の
プ
レ
ス
規
制
モ
デ
ル
は
、
プ
レ
ス
業
界
や
政
府
か
ら
独
立
し
た
自
主
規
制
に
よ
る
が
、
規
制
機
関
が
法
定
の
承
認
機
関

か
ら
の
承
認
を
要
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
、
そ
の
骨
格
は

表
一

の
通
り
で
あ
る
。
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表
一

今
後
の
プ
レ
ス
規
制
モ
デ
ル
に
関
す
る

２
）

勧
告

組
織
・
任
命
等

規
制
機
関
は
理
事
会
（
プ
レ
ス
か
ら
の
独
立
メ
ン
バ
ー
が
過
半
数
を
構
成
、
現
役
編
集
者
や
現
役
公
職
者
は
除
外
）
が
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
。

理
事
会
の
メ
ン
バ
ー
は
任
命
パ
ネ
ル
（
プ
レ
ス
か
ら
の
独
立
メ
ン
バ
ー
が
相
当
多
数
を
構
成
）
に
よ
り
公
開
・
透
明
・
独
立
的

に
任
命
さ
れ
る
。

財
政

財
源
は
プ
レ
ス
業
界
と
理
事
会
が
四
〜
五
年
ご
と
に
事
前
合
意
し
、
会
員
が
負
担
す
る
。

倫
理
綱
領
・
ガ

バ
ナ
ン
ス

・
綱
領
委
員
会
（
理
事
会
の
独
立
メ
ン
バ
ー
と
現
役
編
集
者
で
構
成
）
の
助
言
を
受
け
て
倫
理
綱
領
を
採
択
し
て
究
極
的
な
責
任

を
負
う
。

会
員
に
内
部
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
法
令
順
守
を
要
求
す
る
。

独立自主規制体制の確立

理事会の機能

苦
情
処
理

・
当
該
プ
レ
ス
の
苦
情
処
理
シ
ス
テ
ム
を
経
た
苦
情
（
第
三
者
苦
情
を
含
む
）
に
つ
き
、
倫
理
綱
領
違
反
の
有
無
を
審
理
・
決
定

す
る
。

権
限

・
職
権
調
査
、
訂
正
・
謝
罪
掲
載
命
令
、
金
銭
的
制
裁
（
最
高
一
〇
〇
万
ポ
ン
ド
の
罰
金
）
権
限
等
を
有
す
る
。

仲
裁
サ
ー
ビ
ス

・
会
員
へ
の
民
事
訴
訟
請
求
に
対
す
る
公
正
・
迅
速
・
低
廉
な
仲
裁
手
続
を
提
供
す
る
。

メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ

・
会
員
加
入
は
全
て
の
発
行
者
に
開
か
れ
て
い
る
（
非
強
制
）。

加入奨励

承
認

・
法
定
の
承
認
機
関
が
規
制
機
関
の
承
認
・
定
期
審
査
を
担
う
。

・
承
認
基
準
等
を
定
め
る
法
律
に
政
府
の
プ
レ
ス
の
自
由
の
擁
護
・
保
護
責
務
を
明
示
す
る
。

次
に
、
今
後
の
プ
レ
ス
規
制
モ
デ
ル
に
基
づ
き
規
制
を
担
う
自
主
規
制
機
関
に
関
す
る
勧
告
の
骨
格
は
、

表
二

の
通
り
で
あ
る
。
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表
二

自
主
規
制
機
関
に
関
す
る

３
）

勧
告

内
部
ガ
バ
ナ
ン
ス

・
新
聞
の
法
令
順
守
情
報
へ
の
読
者
の
ア
ク
セ
ス
を
確
保
さ
せ
つ
つ
、
法
令
順
守
・
倫
理
基
準
の
責
任
者
の
指
名
を
考
慮
す
る
。

会
員
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

・
会
員
に
は
信
頼
さ
れ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
ブ
ラ
ン
ド
の
確
立
の
た
め
、
英
国
規
格
院
の
検
査
証
の
活
用
を
考
慮
す
る
。

倫
理
綱
領

・
編
集
者
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
要
求
さ
れ
る
倫
理
基
準
の
明
示
的
展
開
の
た
め
、
倫
理
綱
領
へ
の
早
期
審
査
を
考
慮
す
る
。

権
限
と
制
裁

・
苦
情
提
起
者
が
望
む
場
合
、
法
的
手
続
の
開
始
の
前
に
も
苦
情
提
起
を
許
容
す
る
。

・
倫
理
綱
領
の
改
正
の
際
は
、
表
現
の
自
由
・
プ
レ
ス
の
全
面
保
護
の
一
方
、
差
別
報
道
へ
の
介
入
権
限
の
保
持
を
考
慮
す
る
。

・
調
査
財
源
と
し
て
の
特
別
基
金
（
罰
金
の
活
用
）
を
置
く
。

公
衆
の
保
護

・
公
衆
に
プ
レ
ス
と
倫
理
綱
領
に
関
す
る
助
言
や
、
プ
レ
ス
か
ら
の
侵
入
を
拒
む
者
の
た
め
の
警
告
サ
ー
ビ
ス
を
継
続
す
る
。

・
会
員
に
当
該
報
道
が
公
益
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
と
判
断
し
た
要
素
・
事
由
に
関
す
る
記
録
を
公
開
さ
せ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
。

・
編
集
者
に
公
益
に
関
す
る
助
言
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
考
慮
す
る
。

情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス

・
プ
レ
ス
に
情
報
源
へ
の
読
者
の
ア
ク
セ
ス
を
含
む
情
報
源
に
関
す
る
透
明
性
を
確
保
さ
せ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
保
護

・
倫
理
綱
領
に
反
す
る
行
為
を
強
要
さ
れ
る
者
の
内
部
告
発
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す
る
。

・
倫
理
綱
領
に
反
す
る
行
為
を
拒
否
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
如
何
な
る
懲
戒
も
及
ば
な
い
こ
と
を
雇
用
契
約
等
に
明
記
す
る
こ

と
を
考
慮
す
る
。

ⅱ
）
検
討

レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
が
勧
告
し
た
今
後
の
プ
レ
ス
規
制
モ
デ
ル
は
、
プ
レ
ス
業
界
と
政
府
か
ら
独
立
し
た
自
主
規
制
機
関
が
規
制
を
担
う

が
、
規
制
機
関
が
法
定
の
承
認
機
関
の
承
認
及
び
定
期
審
査
に
服
す
る
仕
組
み
で
、
法
律
に
基
づ
く
独
立
自
主
規
制
の
方
式
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
同
モ
デ
ル
は
、
規
制
機
関
は
プ
レ
ス
業
界
が
確
立
し
て
も
、
そ
の
実
質
は
法
定
の
承
認
基
準
に
堪
え
る
体
制
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
た
め
、
厳
密
に
は
国
家
と
プ
レ
ス
業
界
が
と
も
に
規
制
に
関
与
す
る
共
同
規
制
方
式
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
プ
レ
ス
規
制
に
関
す
る
新
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た
な
立
法
（
プ
レ
ス
規
制
機
関
を
支
え
る
承
認
機
関
及
び
承
認
基
準
の
法
定
化
等
）
を
要
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
同
モ
デ
ル
が
提
示
す

る
プ
レ
ス
規
制
機
関
は
、
プ
レ
ス
評
議
会
の
国
際

４
）

比
較
に
よ
れ
ば
、
規
制
方
式
上
デ
ン
マ
ー
ク
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
プ
レ
ス
評
議
会
に
類

似
す
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
勧
告
は
、
既
存
の
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
よ
う
な
純
粋
な
自
主
規
制
方
式
か
ら
の
脱
却
を
求
め
る
ド
ラ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
内
容
で
あ
る
。
英
国
で
は
一
九
四
七
年
第
一
次
プ
レ
ス
に
関
す
る
王
立
委
員
会
（R

oyal C
om
m
ission on the P

ress

）

を
皮
切
り
に
、
プ
レ
ス
の
重
大
な
倫
理
問
題
が
勃
発
す
る
度
に
独
立
調
査
委
員
会
が
設
置
さ
れ（
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
が
七
回
目
）、
プ
レ
ス

規
制
に
関
す
る
勧
告
が
な
さ
れ
て
き
た
。
法
令
に
依
ら
な
い
自
主
規
制
の
強
化
・
刷
新
を
求
め
て
き
た
従
前
の

５
）

勧
告
の

６
）

流
れ
に
鑑
み
れ
ば
、

レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
勧
告
は
英
国
の
プ
レ
ス
規
制
史
上
重
大
な
分
岐
点
と
言
え
よ
う
。
結
局
、
国
家
か
ら
強
要
さ
れ
た
倫
理
（enforced

 
ethics

）
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
要
求
す
る
同
勧
告
が
履
行
さ
れ
れ
ば
、
一
六
九
五
年
特
許
検
閲
法
（L

icensing A
ct

）
の
廃
止
以
降
三
〇

〇
年
以
上
守
ら
れ
て
き
た
プ
レ
ス
の
自
由
が
後
退
さ
れ
か
ね
な
い
。

レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
が
提
示
し
た
プ
レ
ス
規
制
モ
デ
ル
の
最
も
大
き
な
争
点
は
、
プ
レ
ス
規
制
機
関
の
要
件
の
充
足
を
担
保
す
る
装
置
で

あ
ろ
う
。
同
委
員
会
は
新
し
い
プ
レ
ス
規
制
機
関
の
承
認
機
関
、
す
な
わ
ち
バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ
（back

stop

）
機
関
と
し
て
放
送
通
信
庁

（O
ffice of C

om
m
unications,O

fcom

）
を
最
適
な
選
択
肢
と
位
置
付
け
て
い
る
。
放
送
通
信
分
野
の
規
制
機
関
と
し
て
のO

fcom

の

専
門
的
経
験
は
、
一
見
し
て
プ
レ
ス
規
制
機
関
の
承
認
・
定
期
審
査
に
も
有
益
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
プ
レ
ス
と
放
送
通
信
の
規

制
理
念
や
実
際
の
違
い
か
ら
す
れ
ば
、O

fcom

に
プ
レ
ス
規
制
機
関
の
承
認
・
定
期
審
査
を
担
わ
せ
る
の
は
賢
明
と
は
言
え
な
い
。
そ
も

そ
もO

fcom

自
身
は
プ
レ
ス
規
制
に
関
与
す
る
意
図
が
な
い
こ
と
を
強
調
し
つ
つ
、
プ
レ
ス
の
独
立
・
自
由
を
保
持
で
き
る
有
効
な
新
し

い
自
主
規
制
機
関
の
創
設
を
提
案
し
た
経
緯
が

７
）

あ
る
。

一
方
、
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
勧
告
は
、
法
律
に
依
拠
す
る
規
制
フ
レ
ー
ム
を
別
に
す
れ
ば
、
吟
味
に
値
す
る
内
容
が
少
な
く
な
い
。
同
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勧
告
が
提
示
す
る
規
制
機
関
は
、
①
メ
ン
バ
ー
の
構
成
や
選
任
に
お
け
る
独
立
性
が
強
調
さ
れ
る
理
事
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
あ
る
こ

と
、
②
職
権
調
査
権
限
及
び
金
銭
的
制
裁
を
含
む
的
確
な
制
裁
権
限
を
保
有
す
る
こ
と
、
③
会
員
の
内
部
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
法
令
順
守
に
コ

ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
、
④
会
員
へ
の
民
事
訴
訟
請
求
に
対
し
て
仲
裁
手
続
を
提
供
す
る
こ
と
、
⑤
公
衆
の
保
護
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
保
護

に
力
を
入
れ
る
こ
と
等
は
、
構
造
的
欠
陥
を
有
す
る
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
体
制
と
対
照
的
で
あ
る
。
特
に
、
④
は
裁
判
外
紛
争
解
決
手
段
と
し
て
、

苦
情
提
起
者
（
と
り
わ
け
裁
判
費
用
の
負
担
感
か
ら
提
訴
が
容
易
で
は
な
い
者
）
に
便
宜
を
図
り
つ
つ
、
会
員
に
対
す
る
実
質
的
な
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
（
公
正
・
迅
速
・
低
廉
な
手
続
、
加
重
的
・
懲
罰
的
損
害
賠
償
の
免
除
）
を
付
与
す
る
点
で
注
目
に
値
す
る
。

ロ
）
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
勧
告
後
の
プ
レ
ス
規
制
論
争

レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
今
後
の
プ
レ
ス
規
制
モ
デ
ル
に
関
す
る
勧
告
後
、
そ
の
履
行
を
め
ぐ
る
政
界
、
プ
レ
ス
業
界
等
の
利
害
関
係
者
間

の
見
解
の
相
違
の
た
め
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
に
代
わ
る
新
し
い
プ
レ
ス
規
制
シ
ス
テ
ム
の
確
立
は
遅
延
し
た
。

ま
ず
、
政
界
で
は
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
が
勧
告
し
た
法
律
に
基
づ
く
独
立
自
主
規
制
に
つ
き
、
直
ち
にC

am
eron

首
相
が
率
い
る
与
党
・

保
守
党
は
プ
レ
ス
の
自
由
に
対
す
る
潜
在
的
危
険
性
を
理
由
に
反
対（
一
部
議
員
は
賛
成
）、
野
党
・
労
働
党
と
連
立
政
権
の
パ
ー
ト
ナ
ー
・

自
民
党
は
規
制
の
有
効
性
を
挙
げ
賛
成
の
立
場
を
そ
れ
ぞ
れ
披
歴
し
た
。
プ
レ
ス
規
制
問
題
が
政
争
の
様
相
を
帯
び
た
中
、C

am
eron

首

相
側
は
妥
協
策
と
し
て
同
委
員
会
が
勧
告
し
た
プ
レ
ス
規
制
の
骨
格
を
受
け
入
れ
つ
つ
も
、
こ
れ
を
制
定
法
で
は
な
く
国
王
が
付
与
す
る

勅
許
状
（R

oyal C
harter

）
に
よ
り
実
現
す
る
方
策
を
提
示
し
た
。
プ
レ
ス
自
主
規
制
に
関
す
る
勅
許
状
案
は
、
紆
余
曲
折
を
経
て
二
〇

一
三
年
三
月
一
八
日
、劇
的
な
三
党
合
意
に
達
し
た
。同
合
意
に
伴
い
、議
会
に
上
程
さ
れ
て
い
た
犯
罪
及
び
法
定
に
関
す
る
法
案（C

rim
e

 
and C

ourts B
ill

）
に
新
し
い
プ
レ
ス
規
制
機
関
の
会
員
に
は
名
誉
毀
損
等
の
訴
訟
に
お
い
て
懲
罰
的
損
害
賠
償
を
免
除
す
る
規
定
（
第

四
〇
条
）、
企
業
及
び
規
制
改
革
に
関
す
る
法
案
（E

nterprise and R
egulatory R

eform
 
B
ill

）
に
政
府
に
よ
る
プ
レ
ス
規
制
の
安
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易
な
変
更
に
歯
止
め
を
か
け
る
（
勅
許
状
改
正
は
各
議
院
の
総
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
同
意
を
要
す
る
）
規
定
（
第
九
六
条
）
が
挿
入

さ
れ
、
成
立
し
た
。
そ
の
後
、
プ
レ
ス
自
主
規
制
に
関
す
る
勅
許
状
案
の
修
正
（
修
正
点
は
、
仲
裁
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
苦
情
提
起
者
の

手
数
料
負
担
、
地
方
プ
レ
ス
の
仲
裁
サ
ー
ビ
ス
の
不
参
加
許
容
等
）
を
経
て
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
三
〇
日
枢
密
院
に
提
出
さ
れ
、
国
王

の
承
認
を
受

８
）

け
た
。

次
に
、
プ
レ
ス
業
界
で
は
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
勧
告
に
対
し
、
多
く
の
プ
レ
ス
が
プ
レ
ス
規
制
へ
の
法
的
干
渉
が
及
ぶ
こ
と
を
理
由
に

そ
の
受
け
入
れ
を
拒
否
し
た
。
Ｎ
Ｉ
を
は
じ
め
と
す
る
大
手
新
聞
グ
ル
ー
プ
は
全
国
の
殆
ど
の
プ
レ
ス
を
糾
合
し
て
上
記
の
三
党
合
意
案

（
政
府
案
）に
も
反
対
を
唱
え
つ
つ
、
二
〇
一
三
年
四
月
二
五
日
に
代
案
と
し
て
プ
レ
ス
の
独
立
自
主
規
制
に
関
す
る
勅
許

９
）

状
案
を
提
示
し

た
。
プ
レ
ス
業
界
案
は
政
府
案
と
大
枠
の
仕
組
み
は
一
致
す
る
が
、
規
制
機
関
を
承
認
す
る
プ
レ
ス
承
認
パ
ネ
ル
の
構
成
、
勅
許
状
の
改

正
要
件
、
規
制
機
関
の
権
限
等
で
相
違
が
あ
る
。

一
方
、
枢
密
院
は
二
〇
一
三
年
一
〇
月
八
日
に
プ
レ
ス
業
界
案
に
対
し
て
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
勧
告
内
容
の
未
充
足
（
プ
レ
ス
業
界
か

ら
の
独
立
性
の
欠
如
等
）
を
理
由
に
拒
否
し
、
直
後
に
前
述
の
ご
と
く
、
政
府
案
を
承
認
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
プ
レ
ス
業
界
は
枢
密
院

の
審
理
過
程
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
し
て
提
訴
し
た
が
、
第
一
審
に
続
き
控
訴
審
で
も
敗
訴
し
た（
二
〇
一
四
年
五
月
一
日
）。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
プ
レ
ス
業
界
は
政
府
案
を
受
け
入
れ
ず
、
自
身
の
案
に
基
づ
い
て
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
創
設
を
推
し
進
め
た
。

そ
の
他
、
プ
レ
ス
規
制
シ
ス
テ
ム
を
め
ぐ
る
政
界
と
プ
レ
ス
業
界
の
対
立
が
激
化
す
る
中
、Jonathan H

eaw
ood

英
国
ペ
ン
ク
ラ
ブ

代
表
を
筆
頭
と
す
るIM

P
R
E
S
S
(Independent M

onitor for the P
ress)

P
roject

が
二
〇
一
三
年
一
二
月
発
足
し
、
強
力
か
つ
政

府
や
プ
レ
ス
業
界
か
ら
独
立
し
た
自
主
機
関
の
創
設
を
謳
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
が
提
示
し
た
プ
レ
ス
規
制
に
関
す
る
基

準
の
厳
格
運
用
を
求
め
て
お
り
、
政
府
の
勅
許
状
方
式
に
よ
る
プ
レ
ス
規
制
を
支
持
す
る
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
、IM

P
R
E
S
S

へ
の
プ
レ

ス
の
参
画
は
殆
ど
な
く
、
勅
許
状
に
基
づ
く
承
認
を
求
め
る
か
否
か
も
未
定
で
あ
る
。

417

英国におけるプレス規制機関の動向



１
）

報
告
書
の
概
要
は
、
小
林
恭
子
「
英
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会

報
告
書
の
概
要
」『
新
聞
研
究
』
第
七
四
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
六
一
〜
六
三
頁
参
照
。

２
）

T
h
e L
ev
eso
n In
q
u
iry
,
A
n
 
In

q
u
iry in

to
 
th

e C
u
ltu

re,
P
ra

ctices a
n
d
 
E
th

ics o
f th

e P
ress V

o
lu

m
e IV

(H
C 780-IV

,
29 N

o
v
em
b
er

 
2012),

p
p
.
1758 ～

1780.

３
）

Ib
id
.,
p
p
.
1795 ～

1799.

４
）

L
a
ra F

ield
en
,
R
eg

u
la
tio

n
 
th

e P
ress:

A
 
C
o
m

p
a
ra

tiv
e S

tu
d
y o

f In
tern

a
tio

n
a
l P

ress C
o
u
n
cils
(R
eu
ters In

stitu
te fo

r th
e S
tu
d
y o
f

 
Jo
u
rn
a
lism
,
A
p
ril 2012).

５
）

た
だ
、
第
二
次
カ
ル
カ
ッ
ト
委
員
会
（C

a
lcu
tt C
o
m
m
ittee

）
は
、
Ｐ
Ｃ
の
Ｐ
Ｃ
Ｃ
へ
の
刷
新
と
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
有
効
性
の
立
証
（
失
敗
の
場
合
、
法
定
規

制
機
関
の
設
立
）
を
求
め
た
第
一
次
カ
ル
カ
ッ
ト
委
員
会
の
勧
告
（
一
九
九
〇
年
）
の
履
行
の
不
十
分
さ
を
理
由
に
、
法
定
規
制
機
関
の
設
立
を
勧
告
し
た

（
一
九
九
三
年
）。
し
か
し
、
政
府
が
同
勧
告
を
拒
ん
だ
こ
と
で
Ｐ
Ｃ
Ｃ
が
延
命
し
た
経
緯
が
あ
る
。

６
）

M
ed
ia S
ta
n
d
a
rd
s T
ru
st,

A
 
F
ree a

n
d
 
A
cco

u
n
ta
b
le M

ed
ia
:
R
efo

rm
 
o
f p

ress self-reg
u
la
tio

n
:
rep

o
rt a

n
d
 
reco

m
m

en
d
a
tio

n
s
(Ju
n
e

 
2012),

p
p
.
12 ～

22.

７
）

O
fco
m
,
S
u
b
m

issio
n
 
to
 
th

e L
ev

eso
n
 
In

q
u
iry

 
o
n
 
th

e fu
tu

re o
f p

ress reg
u
la
tio

n
:
A
 
resp

o
n
se to

 
L
o
rd

 
Ju

stice L
ev

eso
n
’s req

u
est
(2

 
A
p
ril 2012),

p
p
.
2,
8 ～
14.

８
）

R
o
y
a
l C
h
a
rter o

n S
elf-R

eg
u
la
tio
n o
f th
e P
ress,h

ttp
s: //w

w
w
.g
o
v
.u
k
/g
o
v
ern
m
en
t /u
p
lo
a
d
s /sy
stem

/u
p
lo
a
d
s /a
tta
ch
m
en
t d
a
ta
/

file /254116 /F
in
a
l R
o
y
a
l C
h
a
rter 25 O

cto
b
er 2013 clea

n
 
F
in
a
l
.p
d
f.

９
）

D
ra
ft R

o
y
a
l C
h
a
rter fo

r th
e In
d
ep
en
d
en
t S
elf-R

eg
u
la
tio
n o
f th
e P
ress,

h
ttp
: //w

w
w
.so
ciety

o
fed
ito
rs.co

.u
k
/u
serfiles /files /

D
ra
ft%
20In
d
ep
en
d
en
t%
20R
o
y
a
l%
20C
h
a
rter%

2025%
204%

2013.p
d
f.

３

Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
発
足

プ
レ
ス
業
界
は
二
〇
一
四
年
九
月
八
日
、
新
し
い
プ
レ
ス
規
制
機
関
と
し
て
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
を
正
式
に
発
足
し
た
。
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
は
勅
許
状
に

基
づ
く
プ
レ
ス
承
認
パ
ネ
ル
の
承
認
を
追
求
せ
ず
、
船
出
し
た
。
同
時
に
Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
廃
止
さ
れ
、
そ
の
機
能
は
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
に
移
管
さ
れ
た
。
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電
話
盗
聴
事
件
を
機
に
勃
発
し
た
プ
レ
ス
規
制
論
争
は
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
勧
告
を
経
て
半
ば
膠
着
状
態
に
陥
っ
て
い
た
が
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ

の
発
足
に
よ
り
重
大
な
局
面
を
迎
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。以
下
、Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
基
本
構
造
に
つ
い
て
整
理
し
つ
つ
、若
干
の
検
討
を
加
え
る
。

イ
）
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
基
本
構
造

Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
は
、
プ
レ
ス
業
界
が
創
設
し
た
プ
レ
ス
自
主
規
制
機
関
で
、
上
質
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
促
進
と
プ
レ
ス
に
よ
る
報
道
被
害

の
救
済
を
目
標
と
し
て
い
る
。
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
手
続
は
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
定
款
（A

rticles of A
ssociation of Independent

 
P
ress S

tandards O
rganisation C

.I.C

）、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
規
制
（R

egulations

）、
会
員
規
約
（S

chem
e M
em
bership A

greem
ent

）、

金
銭
的
制
裁
指
針
（F

inancial S
anctions G

uidance

）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
で
は
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
基
本
構
造
を
組
織
、
財
政
、

職
務
に
分
け
て
概
観
す
る
。

Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
組
織
は
、
前
控
訴
院
判
事
で
あ
るA

lan M
oses

委
員
長（
理
事
会
理
事
長
、
苦
情
処
理
委
員
会
委
員
長
及
び
編
集
者
倫
理

綱
領
委
員
会
委
員
を
兼
務
）
以
下
理
事
会
、
苦
情
処
理
委
員
会
、
事
務
局
の
他
、
特
別
委
員
会
で
あ
る
編
集
者
倫
理
綱
領
委
員
会
か
ら
成

る
。
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
理
事
会
は
、
委
員
長
と
任
命
パ
ネ
ル
か
ら
任
命
さ
れ
た
一
二
名
の
理
事
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る（
理

事
長
を
含
む
独
立
理
事
七
名
、
プ
レ
ス
業
界
理
事
五
名
）。
苦
情
処
理
を
担
う
苦
情
処
理
委
員
会
は
、
理
事
会
か
ら
任
命
さ
れ
た
一
二
名
の

委
員
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る（
委
員
長
を
含
む
独
立
委
員
七
名
、
プ
レ
ス
業
界
委
員
五
名
）。
諸
般
事
務
を
処
理
す
る
事
務
局
は
一
五
名
体

制
で
あ
る
。
一
方
、
倫
理
綱
領
の
策
定
・
改
正
を
担
う
編
集
者
倫
理
綱
領
委
員
会
は
、
後
述
す
る
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
財
政
機
関
で
あ
る
規
制
資

金
社
（R
egulatory F

unding C
om
pany,

R
F
C

）
か
ら
任
命
さ
れ
た
一
五
名
の
委
員
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
（
委
員
長
を
含
む
現
役

編
集
者
委
員
一
〇
名
、
理
事
長
を
含
む
独
立
委
員
五
名
）。

Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
財
政
は
プ
レ
ス
業
界
が
支
え
る
。
す
な
わ
ち
、
プ
レ
ス
業
界
がP

ressB
of

の
後
身
と
し
て
設
立
し
た
Ｒ
Ｆ
Ｃ
がIP

S
O

の
会
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員
か
ら
徴
収
し
た
会
費
が
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
財
源
と
な
る
。
Ｒ
Ｆ
Ｃ
は
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
財
政
に
関
す
る
全
権
を
有
す
る
他
、
人
事
や
規
制
に
も
関

与
す
る
。

Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
主
な
職
務
は
、
倫
理
綱
領
に
立
脚
し
て
会
員
プ
レ
ス
に
対
す
る
苦
情
を
処
理
す
る
こ
と
で
あ
る
。
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
理
事
会
の
監

督
の
下
、
苦
情
処
理
委
員
会
は
会
員
プ
レ
ス
の
報
道
内
容
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
取
材
行
為
を
理
由
と
し
た
苦
情
申
立
（
第
三
者
苦
情
も

含
む
）
に
対
し
、
調
停
ま
た
は
裁
定
に
よ
り
処
理
す
る
。
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
苦
情
処
理
の
対
象
は
、
事
前
に
当
該
プ
レ
ス
の
内
部
苦
情
処
理
手

続
が
な
さ
れ
た
事
案
ま
た
は
二
八
日
以
内
に
当
事
者
間
で
紛
争
解
決
に
至
っ
て
い
な
い
事
案
で
、
原
則
報
道
か
ら
四
カ
月
以
内
に
苦
情
申

立
て
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。
苦
情
処
理
委
員
会
は
事
案
の
調
査
を
経
て
調
停
に
よ
り
紛
争
解
決
を
図
る
が
、
不
調
の
場
合
は
倫
理
綱
領
違

反
の
有
無
を
審
理
し
、倫
理
綱
領
違
反
の
際
は
苦
情
支
持
の
裁
定
ま
た
は
訂
正
報
道
の
掲
載
を
当
該
プ
レ
ス
に
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
は
会
員
プ
レ
ス
の
重
大
か
つ
全
面
的
な
倫
理
綱
領
違
反
嫌
疑
に
つ
き
、
い
わ
ゆ
る
基
準
調
査（standards investiga-

tions

）
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
、
極
め
て
深
刻
な
場
合
は
罰
金
等
金
銭
的
制
裁
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
Ｉ

Ｐ
Ｓ
Ｏ
は
会
員
プ
レ
ス
に
対
す
る
民
事
訴
訟
請
求
者
に
司
法
手
続
の
代
案
と
し
て
仲
裁
サ
ー
ビ
ス
を
当
該
プ
レ
ス
の
同
意
の
下
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

ロ
）
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
に
関
す
る
検
討

プ
レ
ス
業
界
は
Ｐ
Ｃ
Ｃ
に
代
わ
る
新
た
な
プ
レ
ス
規
制
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
が
勧
告
し
た
法
律
に
基
づ
く
仕
組
み
に

続
き
、
政
府
が
提
示
し
た
勅
許
状
方
式
も
拒
否
し
、
純
粋
な
自
主
規
制
機
関
で
あ
る
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
発
足
に
成
功
し
た
。
プ
レ
ス
業
界
が
、

電
話
盗
聴
事
件
を
機
に
プ
レ
ス
に
対
す
る
公
的
規
制
を
唱
え
た
相
当
数
の
政
治
家
やH

ack
ed

１
）

O
ff

を
は
じ
め
と
す
る
強
硬
派
に
屈
せ

ず
、
プ
レ
ス
の
自
由
の
観
点
か
ら
政
府
の
干
渉
を
排
除
し
た
自
主
規
制
機
関
を
再
構
築
し
た
こ
と
は
評
価
に
値
す
る
。
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Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
は
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
よ
る
自
主
規
制
機
関
に
関
す
る
勧
告
を
部
分
的
に
受
け
入
れ
、Ｐ
Ｃ
Ｃ
体
制
の
刷
新
を
図
っ
て
い
る
。

Ｐ
Ｃ
Ｃ
に
比
べ
た
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
最
も
大
き
な
進
展
と
し
て
は
、会
員
プ
レ
ス
の
内
部
ガ
バ
ナ
ン
ス
や
有
効
な
苦
情
処
理
シ
ス
テ
ム
の

２
）

確
立
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
内
部
告
発
シ
ス
テ
ム
の

３
）

確
保
、
内
部
告
発
者
や
倫
理
綱
領
に
反
す
る
行
為
を
拒
否
し
た
者
に
対
す
る
懲
戒
を
禁
じ
る

雇
用
契
約
の
確
立
を
謳
っ
て
い
る
こ
と
で

４
）

あ
る
。
加
え
て
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
は
Ｐ
Ｃ
Ｃ
に
欠
如
し
て
い
た
プ
レ
ス
業
界
か
ら
の
独
立
性
と
規
制

の
有
効
性
を
確
保
す
べ
く
、
理
事
会
の
メ
ン
バ
ー
の
資
格
制
限
（
現
役
編
集
者
、
現
役
下
院
議
員
・
政
府
関
係
者
は
欠
格
事
由
）
を
設
け

つ
つ
、
理
事
会
の
権
限
を
強
化
し
て
い
る
（
基
準
調
査
や
巨
額
の
金
銭
的
制
裁
等
の
権
限
保
有
）。

し
か
し
な
が
ら
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
は
プ
レ
ス
業
界
の
総
意
よ
り
も
大
手
新
聞
グ
ル
ー
プ
の
経
営
者
主
導
の
下
創
設
さ
れ
て
お
り
（T

he
 

G
uardian

、T
he Independent

、T
he F

inancial T
im
es

等
の
主
要
高
級
紙
は
非
参
加
）、
勅
許
状
下
の
承
認
も
追
求
し
て
い
な
い
。

Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
よ
り
本
質
的
な
問
題
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
体
制
に
対
す
る
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
を
は
じ
め
と
す
る
各
界
か
ら
の
厳
し
い
評
価
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
部
分
的
な
改
革
に
甘
ん
じ
て
基
本
的
に
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
骨
格
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
自
主
規
制
に
お
け
る
良
質
な

規
制
原
則
の
要
諦
で
あ
る
独
立
性
と
有
効
性
の
両
面
か
ら
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
具
体
的
な
問
題
点
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
独
立
性
に
か
か
わ
る
問
題
は
、
主
に
人
事
と
財
政
に
関
す
る
仕
組
み
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
一
に
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
理
事
会
は
上
記
の
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
の
資
格
制
限
に
よ
り
一
応
政
治
権
力
や
プ
レ
ス
業
界
か
ら
の
独
立
性
を
高

め
て
い
る
も
の
の
、
業
界
メ
ン
バ
ー
選
任
の
際
候
補
者
適
合
性
に
関
す
る
Ｒ
Ｆ
Ｃ
の
見
解
を
考
慮
す
る
こ
と
に
な
っ
て

５
）

お
り
、
プ
レ
ス
業

界
か
ら
の
介
入
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
、
理
事
会
の
メ
ン
バ
ー
を
選
任
す
る
任
命
パ
ネ
ル
の
委
員
（
独
立
委
員
三
名
、
現
役
編
集

者
一
名
を
含
む
業
界
委
員
二
名
）
は
、
理
事
会
が
任
命
す
る
（
初
代
委
員
は
プ
レ
ス
業
界
が
任
命
）
こ
と
か
ら
、
プ
レ
ス
業
界
の
関
与
が

避
け
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
苦
情
処
理
委
員
会
の
委
員
の
構
成
や
任
命
主
体
は
上
記
の
通
り
で
あ
る
が
、
業
界
委
員
選
任
の
際
候
補
者
適

合
性
に
関
す
る
Ｒ
Ｆ
Ｃ
の
見
解
を
考
慮
す
る
こ
と
に
な
っ
て

６
）

い
る
た
め
、
人
事
へ
の
プ
レ
ス
業
界
の
介
入
問
題
は
理
事
会
の
そ
れ
と
同
様
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で
あ
る
。
そ
の
他
編
集
者
倫
理
綱
領
委
員
会
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
体
制
下
の
従
前
の
組
織
か
ら
の
再
建
が
図
ら
れ
た
（
構
成
員
に
独
立
委
員
も
包

含
）
も
の
の
、
Ｒ
Ｆ
Ｃ
の
小
委
員
会
に
過
ぎ
ず
、
プ
レ
ス
業
界
の
干
渉
を
直
接
受
け
る
構
造
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
以
上
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の

理
事
会
以
下
各
組
織
の
メ
ン
バ
ー
の
構
成
や
選
任
プ
ロ
セ
ス
は
、
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
勧
告
の
反
映
に
は
程
遠
く
、
プ
レ
ス
業
界
か
ら
の

独
立
性
に
乏
し
い
。

第
二
に
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
財
政
は
Ｒ
Ｆ
Ｃ
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
Ｒ
Ｆ
Ｃ
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
体
制
下
のP

ressB
of

と
同
様
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
毎

年
の
予
算
を
策
定
し（
増
額
決
定
を
含
む
）、
個
別
会
員
プ
レ
ス
の
会
費
を
決
定
し
て
徴
収
す
る
等
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
財
政
上
の
全
権
を
有
す

る
。
プ
レ
ス
自
主
規
制
機
関
の
財
源
を
プ
レ
ス
業
界
か
ら
調
達
す
る
の
は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
に
し
て
も
、
Ｒ
Ｆ
Ｃ
が
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
財
政

の
み
な
ら
ず
、
前
述
し
た
よ
う
な
人
事
や
後
述
す
る
よ
う
な
規
制
に
も
関
与
す
る
た
め
、
財
政
に
関
す
る
権
限
を
梃
子
に
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
を
プ

レ
ス
業
界
に
従
属
さ
せ
か
ね
な
い
。
従
っ
て
、
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
勧
告
が
提
示
し
た
、
プ
レ
ス
規
制
機
関
の
財
政
機
関
を
置
か
ず
、
プ

レ
ス
規
制
機
関
が
プ
レ
ス
業
界
と
の
合
意
の
下
直
接
会
員
プ
レ
ス
か
ら
財
源
を
徴
収
す
る
仕
組
み
は
参
考
に
値
す
る
。

次
に
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
規
制
の
有
効
性
に
か
か
わ
る
問
題
は
、
調
査
、
制
裁
、
仲
裁
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
権
限
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。

第
一
に
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
は
苦
情
事
案
に
関
す
る
調
査
に
限
ら
ず
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
が
持
た
な
か
っ
た
基
準
調
査
の
権
限
も
保
有
す
る
が
、
調
査
プ

ロ
セ
ス
に
お
け
る
主
体
性
の
発
揮
に
限
界
が
あ
り
、
迅
速
か
つ
有
効
な
調
査
は
容
易
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
基
準
調
査
手
続
は
段
階

別
に
被
調
査
プ
レ
ス
に
過
度
に
配
慮
す
る
形
で
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
調
査
プ
レ
ス
は
、
①
理
事
会
の
当
該
プ
レ
ス
の

重
大
か
つ
全
面
的
な
倫
理
綱
領
違
反
嫌
疑
へ
の
調
査
決
定
に
関
す
る
書
面
通
知
に
対
し
て
一
四
日
以
内
に
応
答
す
る
こ
と
が
で
き
、
②
調

査
パ
ネ
ル
の
招
致
に
応
じ
て
事
案
に
対
し
て
口
頭
の
意
思
表
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
③
調
査
範
囲
や
証
拠
書
類
の
必
要
性
に
関
す
る
紛

争
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き（
理
事
会
に
回
付
）、
④
調
査
パ
ネ
ル
の
調
査
報
告
書
案
に
対
し
て
二
八
日
以
内
に
答
弁
書
を
提
出
す
る
こ
と

422

第 二 部



が
で
き
、
⑤
調
査
パ
ネ
ル
の
決
定
に
対
し
て
書
面
で
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
に
検
証
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
⑥
検
証
パ
ネ
ル
の
検
証
案
に
対
し
て

一
四
日
以
内
に
意
見
陳
述
を
行
う
こ
と
が
で

７
）

き
る
。
加
え
て
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
調
査
遂
行
等
の
所
要
財
源
は
Ｒ
Ｆ
Ｃ
の
決
定
に
拘
束
さ

８
）

れ
る

の
も
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
調
査
権
限
の
限
界
に
拍
車
を
か
け
る
。

第
二
に
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
は
裁
定
掲
載
に
加
え
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
が
持
た
な
か
っ
た
金
銭
的
制
裁
の
権
限
も
保
有
す
る
が
、
両
手
段
と
も
有
効
性
に

懸
念
が
存
在
す
る
。
前
者
の
裁
定
掲
載
の
制
裁
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
そ
れ
と
同
様
、
倫
理
綱
領
違
反
の
際
苦
情
を
支
持
す
る
裁
定
を
当
該
プ
レ

ス
に
掲
載
す
る
よ
う
要
求
で
き
る
に
過
ぎ
ず
、
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
勧
告
が
提
示
し
た
よ
う
な
命
令
権
の
行
使
で
は
な
い
。
後
者
の
金
銭

的
制
裁
は
、
重
大
か
つ
全
面
的
な
倫
理
綱
領
違
反
事
案
の
う
ち
極
め
て
深
刻
な
場
合
に
な
さ
れ
得
る
が
、
Ｒ
Ｆ
Ｃ
が
策
定
し
た
金
銭
的
制

裁
指
針
に
従
い
つ
つ
、
執
行
の
前
に
当
該
プ
レ
ス
に
金
銭
的
制
裁
の
可
能
性
を
検
討
す
る
審
理
へ
の
参
加
機
会
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら

９
）

な
い
こ
と
か
ら
、
Ｒ
Ｆ
Ｃ
を
含
む
プ
レ
ス
業
界
の
考
え
方
に
左
右
さ
れ
か
ね
な
い
。

第
三
に
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
は
会
員
プ
レ
ス
に
対
す
る
民
事
訴
訟
請
求
者
に
仲
裁
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
が
、
条
件
付
実
施
に
止
ま
る
た
め
、

制
度
の
有
効
性
と
安
定
性
を
期
待
し
難
い
。
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
が
仲
裁
サ
ー
ビ
ス
を
確
立
す
る
た
め
に
は
Ｒ
Ｆ
Ｃ
の
同
意
を
要
し
、
さ
ら
に
実
際

仲
裁
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
は
当
該
会
員
プ
レ
ス
の
同
意
が
な
け
れ
ば
な
ら

10
）

な
い
。
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
勧
告
が
仲
裁
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を

必
須
と
捉
え
た
こ
と
に
対
し
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
に
よ
る
仲
裁
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
選
択
事
項
に
過
ぎ
ず
、
報
道
被
害
者
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト

と
は
考
え
難
い
。

要
す
る
に
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
は
Ｐ
Ｃ
Ｃ
体
制
か
ら
一
定
の
前
進
を
果
た
し
た
も
の
の
、
端
的
に
財
政
の
み
な
ら
ず
人
事
や
規
制
に
お
い
て
Ｒ

Ｆ
Ｃ
の
幅
広
い
関
与
を
許
す
構
造
が
示
す
よ
う
に
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
が
抱
え
て
い
た
プ
レ
ス
業
界
か
ら
の
独
立
性
と
規
制
の
有
効
性
の
欠
如
問
題

を
根
本
的
に
改
善
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
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１
）

自
由
か
つ
責
任
あ
る
プ
レ
ス
を
掲
げ
て
二
〇
一
一
年
に
形
成
さ
れ
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
グ
ル
ー
プ
で
、
電
話
盗
聴
事
件
の
被
害
者
を
は
じ
め
と
す
る
報
道
被

害
者
の
支
援
に
携
わ
っ
て
い
る
。

２
）

会
員
規
約
第
三
条
第
三
項
第
三
・
四
号
。

３
）

Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
規
制
第
四
条
第
八
項
。

４
）

会
員
規
約
第
三
条
第
三
項
第
三
・
六
号
。

５
）

Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
定
款
第
二
二
条
第
五
項
。

６
）

Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
定
款
第
二
七
条
第
四
項
。

７
）

M
ed
ia S
ta
n
d
a
rd
s T
ru
st,

th
e In

d
ep

en
d
en

t P
ress S

ta
n
d
a
rd

s O
rg

a
n
isa

tio
n

(IP
S
O
)
A
n
 
a
ssessm

en
t
(N
o
v
em
b
er 2013),

p
p
.
19 ～

20 ；

Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
規
制
第
四
二
条
〜
第
六
〇
条
。

８
）

会
員
規
約
第
一
〇
条

９
）

会
員
規
約
第
六
四
条
。

10
）

会
員
規
約
第
五
条
第
四
項
。

結
び
に
代
え
て
｜

日
本
へ
の
示
唆

以
上
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
破
綻
と
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
発
足
に
至
る
経
緯
と
経
過
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
基
本
構
造
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
電
話
盗
聴
事
件
を

機
に
勃
発
し
た
プ
レ
ス
規
制
論
争
は
、
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
勧
告
を
受
け
て
利
害
当
事
者
間
の
対
立
が
激
化
し
た
が
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
発
足

に
よ
り
多
少
沈
静
化
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
や
政
府
の
勅
許
状
方
式
が
提
示
し
た
プ
レ
ス
規
制
に
関
す
る
基

準
未
充
足
の
問
題
や
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
に
対
峙
す
る
Ｉ
Ｍ
Ｐ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
の
動
き
も
あ
り
、
プ
レ
ス
規
制
論
争
は
終
息
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ

の
よ
う
な
状
況
の
中
、
上
院
通
信
委
員
会
は
二
〇
一
五
年
三
月
、
利
害
関
係
者（
プ
レ
ス
承
認
パ
ネ
ル
、IP

S
O

、IM
P
R
E
S
S

、H
ack
ed
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O
ff

、N
U
J

等
）の
意
見
聴
取
を
経
て
プ
レ
ス
規
制
の
現
状
を
分
析
し
つ
つ
、
幾
つ
か
の
点
で
疑
義
を
呈

１
）

し
た
。
今
後
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
の
軟
着

陸
の
有
無
に
加
え
、
二
〇
一
五
年
五
月
総
選
挙
の
結
果
次
第
で
は
、
法
律
に
基
づ
く
プ
レ
ス
規
制
論
が
再
び
強
ま
る
公
算
も
大
き
い
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
現
在
、
英
国
に
お
け
る
プ
レ
ス
規
制
は
多
少
流
動
的
な
側
面
が
あ
る
が
、
電
話
盗
聴
事
件
の
発
覚
や
そ
の
後
の
一
連
の

出
来
事
が
日
本
に
与
え
る
示
唆
は
少
な
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
プ
レ
ス
業
界
の
自
主
規
制
に
関
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
あ
る
。
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
に
は
英
国
の
九
割
以
上
の
プ
レ
ス
が
参
加
し
た
。

た
だ
、T

he G
uardian

等
一
部
の
プ
レ
ス
は
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
に
参
加
し
な
か
っ
た
が
、
決
し
て
公
的
規
制
を
望
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
、
社
内
規

制
シ
ス
テ
ム
の
確
立
・
再
構
築
に
よ
る
対
応
を
明
言
し
て
い
る
。
日
本
で
は
現
在
、
日
刊
紙
の
約
三
分
の
一
が
外
部
識
者
か
ら
成
る
第
三

者
機
関
を
設
置
し
、
報
道
被
害
へ
の
対
応
や
自
浄
能
力
の
強
化
を
図
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
刊
紙
の
約
三
分
の
二
と
雑
誌
等
は
こ
の
よ

う
な
仕
組
み
を
保
持
し
て
お
ら
ず
、
プ
レ
ス
業
界
全
体
の
プ
レ
ス
評
議
会
の
よ
う
な
仕
組
み
の
構
築
も
課
題
と
な
っ
て

２
）

い
る
。
主
要
新
聞

社
は
二
〇
〇
〇
年
代
初
め
に
報
道
被
害
等
を
め
ぐ
る
プ
レ
ス
へ
の
公
的
規
制
の
回
避
策
と
し
て
個
別
社
レ
ベ
ル
の
第
三
者
機
関
の
設
置
に

踏
み
切
っ
た
面
が
否
め
ず
、
プ
レ
ス
評
議
会
の
導
入
に
は
消
極
的
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
最
近
の
朝
日
新
聞
の
誤
報

（
慰
安
婦
問
題
誤
報
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
の
「
吉
田
調
書
」
誤
報
）
の
よ
う
な
重
大
な
報
道
倫
理
違
反
事
案
の
場
合
、
現
行
の

各
社
の
第
三
者
機
関
に
よ
る
対
応
に
は
限
界
が
あ
る
。プ
レ
ス
業
界
が
真
の
プ
レ
ス
の
自
由
と
社
会
的
責
任
の
両
立
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、

市
民
の
関
与
（
ア
ク
セ
ス
）
の
下
日
本
の
プ
レ
ス
環
境
に
見
合
う
自
主
規
制
機
関
と
し
て
の
プ
レ
ス
評
議
会
の
導
入
を
検
討
す
べ
き
で
あ

る
。
そ
の
際
は
、
英
国
を
含
む
海
外
の
プ
レ
ス
評
議
会
の
経

３
）

験
や
、
国
内
的
に
は
放
送
業
界
の
第
三
者
機
関
、「
放
送
倫
理
・
番
組
向
上
機

構
」（
Ｂ
Ｐ
Ｏ
）
の
動
向
が
参
考
に
な
ろ
う
。

第
二
に
、
メ
デ
ィ
ア
規
制
政
策
を
め
ぐ
る
熟
議
で
あ
る
。
前
述
の
ご
と
く
、
英
国
で
は
第
一
次
プ
レ
ス
に
関
す
る
王
立
委
員
会
を
皮
切

り
に
、
メ
デ
ィ
ア
規
制
政
策
に
重
大
な
局
面
ご
と
に
独
立
調
査
委
員
会
を
設
置
し
、
幅
広
い
調
査
と
社
会
的
議
論
を
展
開
し
て
き
た
。
例
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え
ば
、
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
調
査
・
議
論
の
対
象
は
、
そ
の
設
置
の
直
接
的
な
原
因
で
あ
る
電
話
盗
聴
事
件
に
止
ま
ら
ず
、
プ
レ
ス
の
文

化
・
慣
行
・
倫
理
の
全
般
や
Ｂ
Ｂ
Ｃ
等
放
送
メ
デ
ィ
ア
に
も
及
ん
だ
。
日
本
で
は
こ
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
規
制
政
策
を
め
ぐ
る
社
会
的
熟

議
シ
ス
テ
ム
が
極
め
て
貧
弱
で
、
政
府
主
導
の
議
論
・
決
定
が
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
の
社
会
的
機
能
の
重
大
さ
に
鑑
み
、
英

国
の
取
り
組
み
に
学
ぶ
べ
き
あ
る
。
な
お
、
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
勧
告
に
限
っ
て
言
え
ば
、
法
律
に
依
拠
す
る
規
制
フ
レ
ー
ム
を
別
に
す

れ
ば
、
日
本
の
プ
レ
ス
業
界
も
自
主
規
制
機
関
の
導
入
に
向
け
、
そ
の
体
制
・
権
限
等
参
考
に
す
べ
き
事
項
が
多
数
あ
る
。

第
三
に
、
調
査
報
道
の
重
要
性
で
あ
る
。
英
国
の
プ
レ
ス
業
界
に
お
け
る
近
時
の
一
連
の
事
態
は
、T

he G
uardian

のD
avies

記
者
の

調
査
報
道
を
抜
き
に
し
て
は
論
じ
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
数
年
に
わ
た
る
不
屈
の
調
査
報
道
を
契
機
に
、
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
て
い

た
電
話
盗
聴
事
件
が
全
面
発
覚
し
、
プ
レ
ス
と
権
力
と
の
癒
着
関
係
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
り
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
に
代
わ
る
新
し
い
プ
レ
ス
規
制

機
関
の
設
置
に
向
け
て
の
論
争
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。日
本
で
は
調
査
報
道
が
根
付
い
て
お
ら
ず
、と
り
わ
け
他
メ
デ
ィ
ア
や
メ
デ
ィ

ア
業
界
内
部
の
不
正
・
腐
敗
等
を
暴
く
精
緻
な
調
査
報
道
が
殆
ど
な
い
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
組
織
や
業
界
の
論
理
に
縛
ら
れ
て
い
な
い

か
。
信
頼
性
を
生
命
線
と
す
る
メ
デ
ィ
ア
に
と
っ
て
、
権
力
監
視
以
上
に
不
断
の
自
己
監
視
・
批
判
が
重
要
で
あ
る
。
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